
土浦応援団実施要領 

 

　（目的）   
第１条　この要領は、土浦市（以下単に「市」という。）に関する情報を自ら

のＳＮＳで発信する者を会員登録し、組織的、効果的かつ効率的に市の情

報発信をする土浦応援団について必要な事項を定めることにより、もって

市の魅力度向上を図ることを目的とする。   
（定義）  

第２条　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  
（１）会員　本要領の規程を遵守し、登録を申請し、かつ、市の承認を受け

たものをいう。  
（２）ＳＮＳ　Ｘ、フェイスブック、インスタグラム、各種動画サイトその

他ハッシュタグをつけることができるインターネットサービスをいう。  
（３）ハッシュタグ　ＳＮＳにおいて投稿を分類し、特定のトピックやイベ

ント等をＳＮＳユーザーが用意に閲覧できるようにするための投稿に

関する措置をいう。  
　（会員の職務等）  
第３条　土浦応援団の会員の職務は、自らが保有する電子機器及びＳＮＳア

カウント等により、次に掲げる市に関する好意的な情報を発信することと

する。  
（１）市内で開催されるイベント（各種団体、民間、ＮＰＯの主催等を含む。）

に関すること。  
（２）市内の飲食店に関すること。  
（３）市内の商業店舗に関すること。  
（４）市内のスポットに関すること。  
（５）市に関連する市外の商業店舗、スポット等に関すること。  
（６）前各号に掲げるもののほか、市の魅力度向上に寄与する情報に関する

こと。  
２　土浦応援団の会員のＳＮＳの投稿には、ハッシュタグとして、必ず「土

浦応援団」をつけることとする。  
３　土浦応援団の会員の報酬は、無償とする。  
　（登録申請）  
第４条　土浦応援団に登録しようとするものは、土浦応援団登録申請書（様



式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。   
２　市長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、その内容を審査

し、適当と認めるときは、登録を承認し、土浦応援団登録者名簿（様式第

２号）に当該申請者を登録するものとする。   
（登録の変更）  

第５条　会員は、前条第１項の規定により提出した申請書に記載した事項に

変更が生じたときは、土浦応援団登録変更届（様式第３号）により速やか

に市長に届け出るものとする。   
　（会員の禁止行為）  
第６条　会員は、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為をしてはならな

い。   
（１）公序良俗に反する行為   
（２）法令に違反する行為   
（３）市及び他の会員又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為   
（４）市及び他の会員又は第三者を誹ぼう又は中傷する行為   
（５）市及び他の会員又は第三者に不利益を与える行為   
（６）選挙運動又はこれに類似する行為   
（７）政治活動、布教活動又はこれらに類似する行為   
（８）前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為    
　（会員の登録の取消し）  
第７条　市長は、会員に次に掲げる行為があったときは、その登録を取り消

すことができる。   
（１）前条各号に掲げる禁止行為があったとき。  
（２）前号に掲げるもののほか、市長が不正と認める行為  
２　市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該会員の登録を

抹消しなければならない。  
（登録廃止）  

第８条　会員は、登録を廃止しようとするときは、土浦応援団登録廃止届（様

式第４号）により市長に届け出るものとする。  
２　市長は、前項に規定する廃止届の提出があったときは、当該会員の登録

を廃止するものとする。   
　（費用負担）  
第９条　土浦応援団の会員としての活動に必要となる機器の導入費用、イン

ターネットへの接続に要する費用、情報発信に要する費用等は、会員の負



担とする。  
　（市の免責）  
第１０条　市は、理由のいかんを問わず、会員の投稿により会員又は第三者

が被った損害について、一切の責任を負わない。   
　（管轄裁判所）  
第１１条　土浦応援団に関して、市と会員との間に、訴訟の必要性が生じた

ときは、水戸地方裁判所土浦支部を第一審の専属的管轄裁判所とする。   
　（補則）  
第１２条　この要領に定めるもののほか、土浦応援団に関し必要な事項は、

市長が別に定める。   
 
　　　付　則  

この要領は、令和８年７月１日から施行する。



様式第１号（第４条関係） 
 

年　　月　　日 
 
（申請先）土浦市長 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名のふりがな　　　　　　　） 
氏名　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 

土浦応援団登録申請書 
 
 

土浦応援団の会員について、土浦応援団実施要領第４条第１項の規定により、次のとお

り登録を申請します。 
 

※　土浦応援団とは、土浦市内にある魅力的な場所や市内で開催されるイベント、食事処

などを会員自らの電子機器及びＳＮＳアカウントにより情報発信する役割を担います。 
※　投稿には必ず「#土浦応援団」を付してください。 
 

 
 

 ＳＮＳの種別 発信の有無 アカウント名等の情報
 Ｘ 有・無
 フェイスブック 有・無
 インスタグラム 有・無
 ｙｏｕｔｕｂｅ 有・無
 ＴｉｋＴｏｋ 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無
 その他（　　　　　　　　　） 有・無



様式第２号（第４条関係） 

土浦応援団登録者名簿 

 

 
登録 
番号

登録 
年月日

廃止 
年月日

登録者
ＳＮＳ（アカ

ウント名）
 ふりがな

住所
電話番号

 氏名 メールアドレス
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 
 

年　　月　　日 
 
（届出先）土浦市長 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名のふりがな　　　　　　　） 
氏名　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 

土浦応援団登録変更届 
 
 

土浦応援団に係る会員の登録情報について変更がありましたので、土浦応援団実施要領

第５条の規定により、次のとおり届け出ます。 
 
※　変更があった事項のみ記載してください。 
 

 

 項目 変更前 変更後
 



様式第４号（第８条関係） 
 

年　　月　　日 
 
（届出先）土浦市長 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名のふりがな　　　　　　　） 
氏名　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 

土浦応援団登録廃止届 
 
 
 

土浦応援団の登録を廃止したいので、土浦応援団実施要領第８条第１項の規定により、

次のとおり届け出ます。 
 

 

廃止の理由


